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座間市教育委員会２月定例会会議録 

 

１ 開 会 日  令和８年２月１２日（木） 

 

２ 場 所  座間市役所５階教育委員会室 

 

３ 出席委員  教育長        木島 弘 

        教育長職務代理者   有山 周一    委員       馬場 悠男 

        委員         升水 由希    委員       𠮷田 幸代 

 

４ 出席職員  教育部長       髙木 力     教育総務課長   冠 秀一 

        学校再編推進担当課長 齊藤 純     就学支援課長   髙田 光拡 

        保健給食担当課長   古場 修     教育指導課長   下斗米 淑子 

        教育研究所長     本多 宏之    生涯学習課長   郡司 勉 

        図書館長       飯田 京子 

 

５ 書 記  教育総務係長     菅野 修平    教育総務課主事  岡﨑 郁弥 

 

６ 開会時刻  午前９時３２分 

 

７ 案 件 

№ 議案番号 議  案  事  項  名 提案説明者 結果 

１ ３ 県費負担教職員の人事について 就学支援課長 承認 

２ ４ 座間市教育委員会職員の人事について 教育部長 承認 

３ ５ 教育関係予算案に関する意見の申出について 教育部長 承認 

 

№ 報告番号 報  告  事  項  名 報告者 結果 

１ ３ 県費負担教職員の任用について 就学支援課長 ― 

 

８ 閉会時刻  午前１０時３２分  
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木島教育長  それでは、ただいまより座間市教育委員会２月定例会を開会いたします。 

お諮りします。会期は今日一日でよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

木島教育長  それでは、会期は２月１２日今日一日といたします。 

次に、座間市教育委員会会議規則第２１条第２項の規定により、会議録署名委員

に升水委員と𠮷田委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

 

木島教育長  続きまして、前回会議録の承認に移ります。 

１月１４日開催の座間市教育委員会１月定例会の会議録について、事前に配付の

とおりですが、御質問等ございますか。 

 

木島教育長  御質問等もないようですので、前回会議録は承認することでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

木島教育長  御異議等ないようですので、前回会議録は承認いたします。 

なお、会議録の署名は、本定例会後に行うことといたします。 

続きまして、教育長報告に移ります。前回の定例会からの経過を報告いたします。 

 

＜教育長報告＞ 

 

木島教育長  １月１４日（水）教育委員会定例会、教育長、教育長職務代理者、馬場委員、升

水委員、𠮷田委員出席です。 

       同日、学校訪問Ｃ（相武台東小学校）、教育長、教育長職務代理者、馬場委員、升

水委員、𠮷田委員出席です。 

       同日、市歯科医師会新年会、教育長出席です。 

       １月１６日（金）平塚市立相模小学校及び学校給食センター行政視察、教育長、

教育長職務代理者、馬場委員、升水委員、𠮷田委員出席です。一昨日、教育長会議

がありまして、平塚市の吉野教育長に改めて御礼を申し上げたところです。 

       １月１７日（土）理想の「多様な学びの場」を考えるワークショップ～生きてい

くために必要なスキルはなんだろう？～、教育長出席です。これは神奈川県教育委

員会子どもの居場所づくり推進委託事業として、ＩＤＥＡコミュニティカレッジが

実施したもので、本市教育委員会も後援しております。 
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       同日、座間綾瀬医師会新年会、教育長出席です。 

       １月２０日（火）一般社団法人座間青年会議所新年賀詞交歓会・祝賀会、教育長

出席です。 

       １月２３日（金）市いっせい防災行動訓練シェイクアウトプラス１市長訓示、教

育長出席です。 

       同日、市議会第１回臨時会、教育長出席です。主に物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金の活用についての内容でした。 

       １月２４日（土）市災害対策本部訓練、教育長出席です。 

       １月２５日（日）こども共育深め合うフォーラム～無関心がもたらす教育の崩壊

とみらいビジョン～、教育長、教育長職務代理者出席です。主催が神奈川県ＰＴＡ

協議会であり、大和市の渋谷学習センターで行われました。 

       １月２６日（月）市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会座間選手団結団式、教育

長出席です。昨年は２９チーム中１１位でしたので、今年は８位以内を目標に準備

を進めてきたところでしたが、大会当日の２月８日（日）は雪の影響で中止でした。 

       １月２７日（火）中原小学校公道自転車教室、教育長出席です。これは立野台公

園の周りで４ブースに分かれて実施し、講師は座間警察署交通課の警察官で、コミ

ュニティ・スクールが中心となって行われました。 

       同日、総合教育会議、教育長、教育長職務代理者、馬場委員、升水委員、𠮷田委

員出席です。 

       １月２８日（水）相模獣医師会賀詞交歓会、教育長出席です。 

       １月２９日（木）市大凧まつり凧文字選考会、教育長出席です。凧文字は「暁駿」

に決まり、夜明けの光と駿馬のような成長を願う意味が込められているということ

でした。 

       同日、学校訪問Ｃ（ひばりが丘小学校）、教育長、教育長職務代理者、馬場委員、

升水委員、𠮷田委員出席です。 

       １月３０日（金）研究発表会（旭小学校）、教育長、教育長職務代理者、馬場委員、

升水委員、𠮷田委員出席です。 

       １月３１日（土）ＮＰＯ法人地域家族しんちゃんハウススキルアップ講座「地域

に願うことは」、教育長出席です。大和市コミュニティセンター南林間会館で行われ

ました。 

       同日、市野球協会新年会、教育長出席です。 

       ２月３日（火）市基地返還等市民連絡協議会基地視察、教育長出席です。 

       ２月４日（水）市庁舎消防訓練、教育長出席です。 

       同日、第５回市学校再編計画策定委員会、教育長、𠮷田委員出席です。 

       ２月５日（木）あすなろ大学展、教育長出席です。東地区文化センターで行われ
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ました。 

同日午後に、講師として国立科学博物館名誉研究員・名誉館員である馬場委員を

お招きし、演題は「将軍様を貴族顔にしたのは誰か～上野寛永寺出土将軍親族遺骨

の研究～」として特別講演をしていただきました。私は午後、学校訪問があり出席

できませんでしたが、たくさんの方がお集まりになったのだろうと思います。馬場

委員、ありがとうございました。 

       同日、学校訪問Ｂ（座間小学校）、教育長、教育長職務代理者、升水委員、𠮷田委

員出席です。 

       ２月７日（土）市スポーツ少年団本部交流大会開会式、教育長出席です。スカイ

アリーナ座間で行われました。 

       ２月９日（月）交通安全横断旗寄贈式、教育長出席です。株式会社金谷商運及び

株式会社クロスロードからの寄贈でした。 

       同日、教育研究員全体会、教育長出席です。 

       ２月１０日（火）県・市町村教育委員会教育長会議、教育長出席です。 

       同日、県央教育事務所管内教育長会議、教育長出席です。 

 

木島教育長  以上です。ただいまの経過報告について、御質問等ございますか。 

 

（升水委員 挙手） 

 

木島教育長  升水委員、お願いいたします。 

 

升水委員   １月２５日（日）に教育長と有山委員が出席なさった、こども共育深め合うフォ

ーラム～無関心がもたらす教育の崩壊とみらいビジョン～についてですが、「無関

心」とは誰が無関心であることを指していたのでしょうか。親なのか、教職員なの

か、地域の人たちなのか漠然としていますが、「無関心」と「教育の崩壊」がどのよ

うにつながっているのかと思いました。 

 

有山委員   私が話を聞いていて捉えたのは、子どもの周りにいる大人であると感じました。 

 

升水委員   分かりました。ちなみに、どういった方々が出席されていたのでしょうか。 

 

木島教育長  主催が神奈川県ＰＴＡ協議会でしたから、主に各市町村のＰＴＡ会長や教育関係

者でした。フォーラムで登壇していたのは、横浜国立大学教育学部教授、県公立中

学校長会会長、県教職員組合執行委員長、県ＰＴＡ協議会顧問及び執行役員の方で
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した。 

 

升水委員   ありがとうございます。 

 

木島教育長  馬場委員、２月５日（木）に行われた特別講演の内容について、教えていただけ

ますか。 

 

馬場委員   上野寛永寺は将軍様とその親族のお墓があるところですけれども、そのうちの親

族のお墓が改葬されて、全体で５０体ほどあった御遺骨から保存の良い１５体の正

室や側室、お子様の骨を２００７年に研究させていただきました。その研究では、

実は将軍様の顔が徳川家康様のようにしっかりとしたものから、中期を過ぎる頃に

は顔が細長くなってきて、非常に華奢な、俗に言われる貴族顔になる、それはなぜ

なのかということが、発掘の結果からよく分かりましたという話です。 

答えを言ってしまうと、実は将軍様以外に、そもそも顔が細長い貴族の顔という

のは、京都の貴族からお輿入れする正室の顔なのです。正室の顔が非常に華奢な顔

であるということが、江戸の中期以降、特に後期に世間にも漏れてきて、非常に細

長い顔が美人であるという紋切り型の美人感が生まれ、浮世絵として表現されまし

た。その影響を受けて、側室として選ばれる女性の顔が貴族の細長い顔と同じよう

になります。そして側室の子どもが将軍になるのです。将軍様というのは、ほとん

どが正室の子どもではなく側室の子どもなのです。 

そういった浮世絵の影響を受け、江戸の後期に細長い顔の側室が選ばれて、その

遺伝的な影響で将軍様の顔が急速に後期、末期にかけて細長くなるのだということ

が、私どもの研究で分かったという話をしました。 

 

木島教育長  ありがとうございました。 

他に御質問等もないようですので、以上で経過報告を終わります。 

次に、本日の案件に移りますが、まずは非公開とする案件についてお諮りします。

２ページの議事運営要領を御覧ください。議案第３号及び第４号並びに報告第３号

は、人事に関する案件ですので非公開にしたいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

木島教育長  御異議なしと認め、議案第３号及び第４号並びに報告第３号は非公開といたしま

す。 
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また、審議の順番については、公開案件の後に非公開案件を行うことといたしま

す。 

それでは、議案第５号「教育関係予算案に関する意見の申出について」、説明をお

願いいたします。 

 

（髙木部長 挙手） 

 

木島教育長  髙木教育部長、お願いいたします。 

 

髙木部長   それでは、資料８ページを御覧ください。議案第５号について御説明します。 

提案理由は、令和７年度座間市一般会計補正予算案及び令和８年度座間市一般会

計当初予算案について提案するものです。 

ただいまお配りした「別添 議案第５号関係」を御覧ください。 

１ページは、市長からの意見聴取の文書です。 

それでは、令和７年度座間市一般会計補正予算案、即決について御説明いたしま

す。２ページを御覧ください。本補正予算案に係る工事は、令和８年度早々の事務

執行を図るため、他の補正予算案と区別し、市議会予算決算常任委員会民生教育分

科会での審議を経ない即決議案といたします。 

初めに歳入予算です。 

Ｎｏ．１小学校学校施設環境改善交付金は、国の令和７年度補正予算を活用し、

令和８年度に予定していた相模が丘小学校中棟外装大規模修繕工事及び入谷小学校

昇降口棟外装大規模修繕工事を前倒しして実施するための歳出予算の補正に伴う予

算措置です。 

Ｎｏ．２小学校債は、Ｎｏ．１の工事を実施するための歳出予算の補正に伴う増

額です。 

続いて歳出予算の補正内容について御説明します。３ページを御覧ください。 

Ｎｏ．１小学校施設整備事業費の建設工事費は、令和８年度に予定していた相模

が丘小学校中棟外装大規模修繕工事ほか１件を前倒しして実施することに伴う増額

です。 

続いて繰越明許費の補正内容について御説明します。４ページを御覧ください。 

Ｎｏ．１小学校施設整備事業費は、相模が丘小学校中棟外装大規模修繕工事ほか

１件について、年度内の事業完了が見込めないことから繰越明許費を設定し、令和

８年度に繰越すものです。 

次に、令和７年度座間市一般会計補正予算案、定期について御説明いたします。

５ページを御覧ください。本補正予算案は、本年度中に発生した様々な要因により
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本年度予算を補正するものです。 

初めに歳入予算です。 

Ｎｏ．１小学校学校施設環境改善交付金は、国の令和７年度補正予算を活用し、

本年度から令和８年度までの２年計画で実施している旭小学校エレベーター設置工

事の令和８年度分を前倒しして実施するための歳出予算の補正に伴う増額です。 

Ｎｏ．２小学校債は、Ｎｏ．１の工事を実施するための歳出予算の補正に伴う増

額です。 

Ｎｏ．３中学校債は、中学校の施設修繕における起債対象事業費の増に伴う増額

です。 

Ｎｏ．４社会教育債は、市民文化会館大規模改修工事における起債対象事業費の

増に伴う増額です。 

続いて歳出予算の補正内容について御説明します。６ページを御覧ください。 

Ｎｏ．１学校施設事務費の施策事業委託料は、学校再編計画策定等業務委託の事

業費確定に伴う減額です。 

Ｎｏ．２小学校施設維持管理事業費の施設等管理運営委託料は、用務業務委託の

派遣日数が当初見込みを下回ること等に伴う減額です。 

Ｎｏ．３からＮｏ．６までの小学校施設整備事業費は、本年度から令和８年度ま

での２年計画で実施している旭小学校エレベーター設置工事の令和８年度分を前倒

しして実施することに伴う予算措置及び増額です。 

Ｎｏ．７中学校施設維持管理事業費の施設等管理運営委託料は、小学校同様、用

務業務委託の派遣日数が当初見込みを下回ること等に伴う減額です。 

Ｎｏ．８中学校施設整備事業費の建設事業委託料は、相模中学校屋内運動場外装

大規模修繕工事設計委託の入札不調により執行残が生じたこと等に伴う減額です。 

次のページをお開きください。 

Ｎｏ．９図書館管理運営費の施設修繕料は、空調機の修繕費確定に伴う減額です。 

続いて繰越明許費の補正内容について御説明します。８ページを御覧ください。 

Ｎｏ．１小学校施設整備事業費は、旭小学校エレベーター設置工事について、年

度内の事業完了が見込めないことから繰越明許費を設定し、令和８年度に繰越すも

のです。 

続いて債務負担行為の補正内容について御説明します。９ページを御覧ください。 

Ｎｏ．１中学校給食（選択式）調理業務等委託料は、人件費や光熱水費の上昇に

よる委託料の増額に伴い、債務負担行為を追加するものです。 

続きまして、令和８年度座間市一般会計当初予算案について御説明します。１０，

１１ページには、令和８年度教育部所管予算の概要をお示ししています。 

歳入予算は１９億４，２０１万３千円で、前年度比約７８．３％、５億３，９５
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９万３千円の減額です。主な減額要因は、社会教育施設整備事業債の減額です。 

ここで令和８年度の歳入で特徴的なものについて御説明いたします。表を御覧く

ださい。 

款１４使用料及び手数料、項０１使用料、目０７教育使用料の節０３社会教育使

用料は６４２万５千円の増額となっておりますが、こちらは市民文化会館の再開館

を１１月に控えておりまして、この利用申込開始に伴う増額です。 

その下、款１６県支出金、項０２県補助金、目０７教育費県補助金の節０１教育

総務費補助金は４１６万３千円の増額ですが、部活動指導員の増員に伴う増額及び

新たに６校の小学校に設ける校内教育支援センターに支援員を配置することに伴う

増額です。 

その下、節０２小学校費補助金は、児童が使用する学習用端末の更新に伴う皆増

及び児童の保護者が負担する学校給食費の抜本的な負担軽減のために、国が新たに

交付金を措置することに伴う皆増です。 

その下、節０３中学校費補助金は、小学校費補助金と同様、生徒が使用する学習

用端末の更新に伴う皆増です。 

続きまして、款２１諸収入、項０４雑入、目０２雑入の節０７教育費雑入は、児

童が喫食する給食の食材費について、国の給食費負担軽減交付金を充てることに伴

う減額です。今まで保護者の方が支払っていた給食費は、ここに歳入されていまし

たが、国の交付金が充てられることで、その歳入はなくなるということです。 

なお、現在、本市の小学校給食費は月額５，３００円ですが、同交付金の支援基

準額は、児童１人につき一月当たり５，２００円のため、差額が１００円生じます。

この差額については、同じく国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用

し、公費で負担することから、令和８年度は保護者の給食費負担はありません。 

その下、款２２市債、項０１市債、目０５教育債は、本年度に実施した北地区文

化センター大規模修繕工事の終了等に伴う減額です。 

続きまして、歳出予算は人件費を除くと４５億８，２８２万２千円で、前年度比

約９３．６％、３億１，２３１万５千円の減額です。主な減額要因は、市民文化会

館大規模改修事業費の減額です。 

続いて令和８年度当初予算における、教育部新規・拡充事業について御説明しま

す。同事業は、資料１２ページ以降の一覧表「新規・拡充事業」の欄に「●」印が

付いているものです。 

初めに１６ページを御覧ください。Ｎｏ．６５、教育研究所の教育支援教室事業

費では、学校生活に適応できない不登校児童生徒を対象に、集団生活や社会的自立

に向け支援を行う予定です。 

Ｎｏ．６６教育相談事業費では、校内教育支援センター支援員を１３人、スクー
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ルソーシャルワーカーを１人、教育心理相談員を１人増員し、子どもの居場所づく

りを行う予定です。 

次に１７ページを御覧ください。Ｎｏ．３、教育指導課の部活動地域展開推進事

業費では、新規事業として部活動地域展開コーディネーターを置き、中学校部活動

の地域展開を推進する予定です。 

続いて見直し等を行った事業について御説明します。少しお戻りいただき、１２

ページを御覧ください。 

Ｎｏ．４、教育総務課の学校再編推進事業費は、学校再編を着実に進めるため新

たな事業として設け、学校再編計画策定業務委託料をＮｏ．２学校施設事務費から

移管したことに伴い皆増です。 

Ｎｏ．５小学校施設維持管理事業費は、中原小学校土地調査業務委託の完了に伴

う減額です。 

Ｎｏ．８小学校施設管理運営事業費は、光熱水費の増に伴う増額です。 

Ｎｏ．１０小学校普通教室等空調整備事業費は、普通教室等に設置している空調

設備の更新に伴う増額です。 

Ｎｏ．１１小学校各種行事等活動事業費は、民間プールを利用した小学校の水泳

指導を現在の７校から、新たに東原小学校、相模が丘小学校、立野台小学校の３校

を加えた１０校で実施することによる増額です。 

Ｎｏ．１２小学校施設整備事業費は、令和７年度から継続するひばりが丘小学校

及び相模が丘小学校屋内運動場空調設備設置工事並びに、新たに東原小学校及び中

原小学校屋内運動場に空調設備を設置することに伴う増額です。 

Ｎｏ．１７中学校施設管理運営事業費は、光熱水費の増に伴う増額です。 

Ｎｏ．１９中学校普通教室等空調整備事業費は、普通教室等に設置している空調

設備の更新に伴う増額です。 

Ｎｏ．２１中学校施設整備事業費は、令和７年度から継続する西中学校、栗原中

学校及び南中学校の屋内運動場空調設備設置工事の実施に伴う増額です。 

次に１３ページです。Ｎｏ．３１、就学支援課の特別支援教育就学奨励等事業費

は、国の学校給食費の抜本的な負担軽減に伴う減額です。 

Ｎｏ．３８学校給食運営管理事業費は、小学校６校分の給食用食器の更新及びフ

ルタイム栄養士の人件費を学校教育事務費から移管の上、増員したことに伴う増額

です。 

次に１４ページ、Ｎｏ．４１要保護及び準要保護児童援助事業費は、国の学校給

食費の抜本的な負担軽減に伴う減額です。 

Ｎｏ．４７要保護及び準要保護生徒援助事業費は、一部、援助費目の増に伴う増

額です。 



10 

 

Ｎｏ．４８中学校給食事業費は、人件費や光熱水費の上昇による調理業務等委託

料の増に伴う増額です。 

次に１５ページ、Ｎｏ．５７、教育指導課の日本語指導等協力者派遣事業費は、

派遣対象人数増に伴う増額です。 

Ｎｏ．６０中学校部活動支援事業費は、中学校部活動に関する事業である中学校

部活動指導者派遣事業費に中学校部活動奨励補助事業費、中学校体育連盟補助事業

費、中学校大会生徒派遣費等補助事業費を統合したこと及び部活動の指導者の派遣

人数を増したことに伴う増額です。 

Ｎｏ．６２、教育研究所の教育研究事業費は、保護者連絡システムについて、現

在契約の使用期間が本年度末に満了することに伴い、令和８年度も継続して使用す

ることに伴う増額です。 

次に１６ページを御覧ください。Ｎｏ．６８特別支援教育事業費は、特別支援教

育支援員の増員及び会計年度任用職員の人件費増に伴う増額です。 

Ｎｏ．６９及び７０の小・中学校情報教育環境整備事業費は、児童生徒が使用す

る学習用端末の更新に伴う増額です。 

次に１７ページ、施策の方向性２の表中、Ｎｏ．２、教育指導課のこころ・とき

めきスクール推進事業費は、補助額を見直したことに伴う減額です。 

次に１８ページ、Ｎｏ．３、生涯学習課の生涯学習事務費は、会計年度任用職員

の任用に伴う増額です。 

Ｎｏ．１１北地区文化センター学級・講座開設事業費及びＮｏ．１２同センター

管理運営費は、同センターの大規模改修工事が終了し、事業を再開したことに伴う

増額です。 

Ｎｏ．１４東地区文化センター管理運営費は、トイレの洋式化及び段差の解消を

実施することに伴う増額です。 

Ｎｏ．１５公民館管理運営費は、公民館照明器具ＬＥＤ化修繕の完了に伴う減額

です。 

Ｎｏ．１７北地区文化センターコミュニティ文化祭開催事業費は、同センターの

大規模改修工事が終了し、事業を再開したことに伴い皆増です。 

次に１９ページ、Ｎｏ．２１、図書館の図書館運営事業費は、公民館ほか２館に

図書の返却ポストを増設することに伴う増額です。 

Ｎｏ．２３図書館管理運営費は、清掃業務委託を包括施設管理委託で実施するこ

と及び空調機修繕が完了したことに伴う減額です。 

次に２０ページ、施策の方向性２の表中、Ｎｏ．１、生涯学習課の文化芸術補助

事業費は、市民文化会館の運営再開等による財団法人管理に対する市補助金の増に

伴う増額です。 
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Ｎｏ．２芸術文化推進事業費は、市民文化会館リニューアルオープンイベント開

催等に伴う増額です。 

Ｎｏ．３市民文化会館管理運営費は、同館の運営再開に伴う同館管理運営委託料

の増に伴う増額です。 

Ｎｏ．４市民文化会館大規模改修事業費は、同館大規模改修工事に係る工事監理

委託料及び工事費の減に伴う減額です。 

続いて施策の方向性３の表中、Ｎｏ．１文化財保存・活用事業費は、表裏型顔面

把手「ザマロン」のキャラクターグッズ作成及び総合案内板「座間ふるさとマップ」

の更新を行うことに伴う増額です。 

Ｎｏ．３歴史文化財調査・管理事業費は、市史編さん事業費を統合しました。 

令和８年度については事業の見直しが多く、説明が長くなりましたが、議案第５

号の説明は以上です。 

 

木島教育長  ありがとうございました。丁寧に御説明いただきましたので、概ね内容の理解は

深まったかと思います。 

ただいまの件につきまして、御質問等ございますか。 

 

（𠮷田委員 挙手） 

 

木島教育長  𠮷田委員、お願いいたします。 

 

𠮷田委員   １７ページ、Ｎｏ．１コミュニティ・スクール推進事業費について、１校当たり

の金額は決まっているのでしょうか。 

 

（下斗米課長 挙手） 

 

木島教育長  下斗米教育指導課長、お願いいたします。 

 

下斗米課長  各校の学校運営協議会における会議を行うために必要な事務費として、１校当た

り３万円を計上しています。 

 

𠮷田委員   分かりました。 

 

木島教育長  他はいかがでしょうか。 
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（馬場委員 挙手） 

 

木島教育長  馬場委員、お願いいたします。 

 

馬場委員   質問ではありませんが、これだけ状況が変わり、対処しなければならないことが

たくさんありますよね。それを丁寧に補正予算などでも逐一しっかり対処してくだ

さった結果であると思いますので、皆さんがこれだけ努力してくださっていること

に関して、非常にありがたいと思います。御礼申し上げます。 

 

木島教育長  ありがとうございます。 

また、当初予算案についてですが、今回、教育部長も含めて各所属長が復活折衝

なども丁寧に粘り強く行っていただいた成果だと思っていますので、充実した令和

８年度予算案になっているかと思います。 

 

（有山委員 挙手） 

 

木島教育長  有山委員、お願いいたします。 

 

有山委員   屋内運動場に空調設備を設置していただけることは大変ありがたいです。現場で

は、夏はものすごく暑く、扉を全部開けても体育や朝会ができるような状況ではな

いことが多かったです。そのため、令和８年度に東原小学校も設置していただける

ということで、子どもたちも教員もとても助かります。 

ほとんどの屋内運動場で構造上そうなっていると思いますが、天井近くに隙間が

あり、東原小学校では桜が咲く時期に風が強いと、屋内運動場の床一面が桜の花び

らだらけになってしまいます。せっかく空調設備を設置していただいて暖かく、そ

して涼しくなるかと思うのですが、その隙間は設置工事の際に塞いでいただけるの

でしょうか。 

 

（冠課長 挙手） 

 

木島教育長  冠教育総務課長、お願いいたします。 

 

冠課長    東原小学校は経年劣化によって、天井の所々に出っ張りがあるという話は聞いて

おりますので、その部分は対応させていただきます。 

桜の花びらの件は、初めてお聞きしたところでございますので、施設整備の所管
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課に話をさせていただき、どのように対応していくのか検討させていただきます。 

 

有山委員   ありがとうございました。 

 

木島教育長  当初は、しっかり断熱をした上で空調設備の設置を進めていく予定でしたけれど

も、この厳しい夏の暑さを考えたときに、できるだけ早い段階で設置していくと同

時に、断熱・遮熱も進めていく方針に転換しましたので、今後も検討していくこと

になるかと思います。 

 

木島教育長  他に御質問等もないようですので、議案第５号は承認することでよろしいでしょ

うか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

木島教育長  御異議等ないようですので、議案第５号は承認いたします。 

 

木島教育長  本日、公開の案件は以上です。ここからは、非公開案件の審議に移ります。 

 

（議案第３号「県費負担教職員の人事について」及び議案第４号「座間市教育委

員会職員の人事について」並びに報告第３号「県費負担教職員の任用について」は

非公開） 

 

木島教育長  本日の案件は以上です。 

その他、会議の中で取り上げたいことはございますか。 

 

（古場担当課長 挙手） 

 

木島教育長  古場保健給食担当課長、お願いいたします。 

 

古場担当課長 令和８年度の小学校給食費について御報告いたします。ただいまお配りした資料

を御覧ください。 

国は、学校給食費の抜本的な負担軽減支援策として、給食費負担軽減交付金を創

設しました。本交付金の令和８年度における支援基準額は、全国一律で児童１人に

つき一月当たり５，２００円と設定しました。 

現在、本市の小学校給食費は月額５，３００円のため、国の支援基準額との差額



14 

 

として、児童１人当たり月額１００円が生じることになります。この差額１００円

を保護者に御負担いただくかどうかについて、政策及び財政当局と協議を重ねた結

果、国の令和７年度補正予算である物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を令

和８年度予算に繰越して活用し、毎月の差額１００円を補うこととして、この２つ

の交付金を組み合わせ、令和８年度については、保護者の給食費負担を求めない方

針としました。 

今後の課題としては、国の負担軽減支援策の支援基準額５，２００円が毎年度変

動する可能性があること及び今回１００円分を充てる物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金が令和９年度以降も措置されるか分からないことです。 

また、現在、本市の小学校給食費は月額５，３００円ですが、物価の動向により

令和９年度以降も据置きになるか未定ですので、令和９年度以降につきましては、

国の制度内容や財源措置の動向を踏まえ、改めて検討することとしております。 

報告は以上です。 

 

木島教育長  ありがとうございました。ただいまの件につきまして、御質問等ございますか。 

 

木島教育長  古場保健給食担当課長、中学校については充てる予定はないのでしょうか。 

 

古場担当課長 現状、ございません。 

 

木島教育長  分かりました。 

他に取り上げたいことはございますか。 

 

（郡司課長 挙手） 

 

木島教育長  郡司生涯学習課長、お願いいたします。 

 

郡司課長   生涯学習課からは、表裏型顔面把手「ザマロン」のキャラクターデザインについ

て御説明させていただきます。 

来る２月１６日（月）に開催される市長定例記者会見において、マスコミ機関に

対し、初めてザマロンのキャラクターについて情報を公開する予定でございます。

会見での情報提供に先立ちまして、表裏型顔面把手の発掘から、愛称「ザマロン」

の決定、そしてキャラクターデザインの素案段階から御意見を頂戴し、本デザイン

が出来上がるまで、様々なシーンで委員の皆さま方には多大なる御支援を頂戴して

まいりました。つきましては、ここで改めて広く一般に公開し、本年４月から使用
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を開始するザマロンの基本情報について、御説明させていただきます。 

ただいま配付した資料を御覧ください。キャラクターデザインを作成した目的と

して公表する内容につきましては、学術的に見て、約５，０００年前の先人が残し

た表裏型顔面把手「ザマロン」を、座間市内の地面の中から生まれた類稀なる本市

の宝として知ってもらうため、土器というほんの少し硬いイメージを緩め、市民に

愛されるような温かみあるキャラクターを作成することで、本市の歴史や文化の普

及啓発、さらには郷土愛醸成等に広く活用することを目的として作成しました。 

本デザインのポイントとして、マスコットキャラクターなどは一般的に公募によ

り図案を作成することが多いですが、ザマロンにおいては学術的な観点を十分に意

識した上で、表裏型顔面把手の原型を踏襲しつつ、表面の目の特徴を生かし、優し

く温かみのある雰囲気を持たせること。また、馬場委員からアドバイスを頂戴し、

両手を付けたことで、包み込むような優しさや子を抱きかかえるような土器の形状

を表現することとしました。顔面把手には表面、裏面と二面の表情はありますが、

心は一つの同体として表現しているというコンセプトで作っております。 

また、ロゴデザインについては、地面から発掘された土器をイメージし、文字の

隙間にザマロンをイメージしたワンポイントを加えています。 

今後のスケジュールについては、現在、ザマロンのキャラクターデザイン及びロ

ゴマークについて、特許庁に商標登録出願中であり、本年３月までに許可が下りる

予定です。４月以降は学校や生涯学習事業などで、本市の歴史や文化の普及啓発及

び郷土愛醸成等を目的とした活用を図る予定で調整していく考えです。 

また、商品化などで地元企業にも積極的に参画していただき、本市の魅力発信の

新たなコンテンツとして活用していきたいと考えています。 

補足です。顔面把手をモチーフとしたキャラクターは県内では初となりますが、

全国では資料に記載のとおりいくつかあります。しかし、「ザマロン」という愛称は

「座間」を象徴するものであり、キャラクターとともに「座間」を知ってもらい、

興味を持っていただく大きなきっかけになることを期待しています。今後、様々な

活用をしていきたいと考えておりますので、本事業に御理解いただき、引続き委員

の皆さまから忌憚なく、そしてユニークな御意見等を頂戴していく中で事業を展開

していければと考えております。 

説明は以上となります。 

 

木島教育長  ありがとうございました。 

本件に伴う講座も予定しているのですよね。 

 

郡司課長   はい。予定しております。 
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木島教育長  「土器っと愛して！」というタイトルは素晴らしいですね。 

 

郡司課長   キャッチーなタイトルを付けてみました。 

 

木島教育長  座間の宝ですので、広く知れ渡ってほしいです。 

本件については、以上でよろしいでしょうか。 

 

木島教育長  他に取り上げたいことはございますか。 

それでは、次回の定例会は令和８年３月２５日（水）午後２時００分から教育委

員会室で開催いたします。 

以上で座間市教育委員会２月定例会を閉じさせていただきます。 


